
議提第３号 

小松島市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する 

条例の一部を改正する条例について 
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小松島市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を 

改正する条例 

 小松島市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和４５年小松

島市条例第４８号）の一部を次のように改正する。 

 附則に次の１項を加える。 

６ 令和２年７月１日から令和３年３月３１日までの間における議員報酬の月

額は，第２条各号の規定にかかわらず，同条各号に規定する月額から当該月

額に１００分の５を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、期末手当の額

の算定基礎となる議員報酬の月額については、同条各号に定める額とする。 

   附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 
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